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審 議 経 過 

１．開会＜事務局進行＞ 

開催に先立ち、Ｗｅｂ会議システムでの参加及び通信の確認を行います。会議開始前

に事務局が「映像及び音声により委員本人であること」、「委員相互間での映像及び音

声の即時の相送受信が適正に行われていること」の 2 点について、確認をとっておりま

す。 

２．議事 

【１．第２回経営審議会意見の反映】 

＜部会長＞ 

 これより議事に入ります。 

まず、議事（１）の「第２回経営審議会意見の反映について」を議題といたします。 

それでは、事務局の方から説明をお願いします。 

＜事務局＞ 

それでは、議事（1）第2回経営審議会意見の反映について説明させていただきます。 

まず、資料1から3を配布させていただいておりますが、お手元にございますでしょ

うか。 

それでは、資料1と2についてご説明させていただきます。 

なお、資料3につきましては、次の議事（2）でご説明いたします。 

まず、資料1をご覧ください。 

資料1は、第2回川西市上下水道事業経営審議会における委員意見一覧です。 

前回の第 2 回経営審議会で市民委員からいただいた意見を項目別にまとめ、それらに

対する事務局意見を掲載しております。 

まず、1番でございますが、料金体系の見直しについてのご意見でございます。 

一番上の段の委員意見ですが、料金体系の見直しと水道料金の改定を同時に行う方が良

い、また、市民の理解を得るため、アピールを積極的に行うべきとのご意見でした。 

その右、事務局意見も同様で、財政収支試算の改定後に、広報誌やホームページ等で公

表を行うとしております。 

2 段目の委員意見では、支援が必要となる一部の方に対して、市からの支援等での補

填を考えると同時に、料金体系の見直しは早急に行う必要があるとのご意見でした。 

その右、事務局意見は、現状の物価高騰などから今は実施する時期ではないと判断し、

見直しの時期については料金改定と同時に行うこととしています。また、市からの支援
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等での補填は、市で支援が必要となる生活扶助費を受給している方に対して、光熱水費

を含めて支給していることから、既に行われていると考えているとしております。 

3 段目の委員意見では、支援が必要な一部の方への補填について、この経営審議会か

ら市長に提言してはどうかというご意見でした。 

その右、事務局意見は、水道事業は独立採算制の観点から経営を行っており、福祉的

な要素における政策的な施策の実施は、市で判断することになるため、審議会から市長

に提言をすることは困難であることと、上段の内容と同様に、福祉的な支援は既に市で

実施していると認識しているとしております。 

次に、2番でございますが、水道料金の改定についてのご意見でございます。 

委員意見では、早急に改定を行わないと、赤字の膨らみが増えるのではないかとのご

意見でした。 

その右、事務局意見は、更なる経営努力を図りつつ、赤字の発生年度が早まった場合

には、実施年度を前倒しすることとし、その旨を計画に明記するとしております。 

次に、3番はその他のご意見でございます。 

3 番の上の段の委員意見では、施設の老朽化について、健康的な状態を維持してほし

いとのご意見でした。 

その右、事務局意見は、実使用年数に応じて平準化を行いながら計画的な更新を行う

ことで、健康的な状態の維持に努めていくとしております。 

その下の段の委員意見では、災害用備蓄水を市民に販売してはどうかとのご意見でし

た。 

その右、事務局意見は、今ある災害用備蓄水のラベルデザインを一新しており、今後

の広報の方法として、販売について検討しているとしております。 

また、表の下の四角には、前回の審議会でご意見のあった、今回の第 5 回部会で議論

すべき内容と、それに対する事務局の考えを記載しております。 

①料金体系の見直しを実施する時期と、それをどう財政収支試算に明記するかについ

て、下の段の①、事務局としての考えは、時期については、原案のとおり令和 9 年度の

新水道ビジョン見直しの時期にすることとします。ただし、財政収支の状況が今の見込

みよりも赤字が早まってしまった場合には、その段階で改めて検討していくこととし、

その旨を明記いたします。 

上の段に戻っていただきまして、②短期間で料金体系の見直しと料金の改定を行って

2 段階上げることが受け入れられるのかどうかについて、下の段の②、事務局としての

考えは、新たな財政収支試算では、赤字が発生する年度は令和10年度であり、早急に見
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直しを実施してしまうと、短期間で見直しと改定を行うこととなってしまい、2 度の料

金改定を実施したと市民に受け止められてしまうことから、料金体系の見直しと水道料

金の改定は同時に行うべきと考えています。 

それでは、資料2の説明にうつります。資料2－1から2－9の9枚の構成の新旧対照

表で、資料2－2について、第2回審議会でお配りした資料に、市民委員からいただいた

意見を反映し、修正箇所に色付けしております。 

また、第3回部会、第4回部会、第2回審議会の際にご説明していたとおり、資料2

－5から2－7に掲載している財政収支試算の表とグラフのR3年度を決算見込の、R4年

度を当初予算の実績値にそれぞれ置き換え、それに伴い文章内の数値が置き換わった箇

所に色付けしております。 

R5年度以降の財政収支試算のシミュレーションは、これまで協議してきた内容のとお

りとなっており、R3 年度と R4 年度の実績値への置き換えに伴い、会計処理上、数値に

変動のある長期前受金戻入、減価償却費、支払利息、企業債償還金を置き換えておりま

す。 

令和 3 年度決算見込の結果、単年度損益、及び資金残高は増となり、経営状況は好転

しております。損益赤字が発生する年度は令和10年度で変わらず、資金残高は令和3年

度決算見込での増に伴い、約7億円増となっております。 

それでは、資料2－2をお開きください。 

資料1でまとめております、第2回審議会での委員意見を基に追記・修正した箇所に

ついてご説明いたします。 

まず 2 段落目、新水道ビジョンの財政収支試算について、赤字が発生する年度が令和

10年度に延びている旨を追記しています。これは、今回追記する、赤字が早まった場合

に、前倒しして料金改定を検討するとしていることから、キャッシュの枯渇の内容に加

え、赤字の状況の内容を追加したものです。 

次に、3段落目、料金体系について、早急に見直す必要があるとのご意見があり、部会

で議論すべき内容として、料金体系の見直しと料金の改定を短期間で 2 段階上げること

が受け入れられるのかどうかが上げられたことから、料金体系の見直しであっても市民

の方々、特に影響が生じる方々には料金改定が実施したと受け止められること、短期間

で料金改定を2度実施していると感じられることが予想されます。物価高騰の状況の中、

短期間で実施することは困難であると考え、新水道ビジョンの計画期間内において実施

する場合は、水道料金の改定を行うタイミングで同時に実施する旨を追記しています。 
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次に、4段落目、水道料金の改定について、早急に改定を行わないと赤字の膨らみがも

っと増えるのではないかとの意見があったことから、物価等の変動により赤字発生年度

が早まった場合、料金改定の検討を前倒しする旨を追記しています。 

また、色塗り部分が、財政収支試算のR3年度とR4年度の実績値への置き換えに伴い

数値が置き換わった箇所でございます。 

次に、資料2－3をご覧ください。 

財政収支試算の（1）前提条件については、これまで協議してきたとおりの内容となっ

ております。 

次に、資料2－4をご覧ください。 

（2）試算結果において、R3年度とR4年度の実績値への置き換えに伴い、数値が置き

換わっております。 

次に、資料2－5をご覧ください。 

財政収支試算の収益的収支で、R3 年度と R4 年度の実績値への置き換えに伴い、経営

状況は好転しており、赤字発生年度は同様に令和10年度です。 

また、実績値への置き換えにより、数値が同様に置き換わる長期前受金戻入と減価償

却費に色付けしております。 

次に、資料2－6をご覧ください。 

上の表、資本的収支で、R3年度とR4年度を実績値へ置き換えております。 

また、下の表、資金の推移で、実績値へ置き換えた結果、令和 3 年度決算見込で現金

預金が増となったことにより、令和14年度の資金残高は、置き換え前より約7億円増の

14億円の見込みとなりました。 

次に、資料2－7をご覧ください。 

グラフについて、R3 年度と R4 年度の実績値への置き換えを反映したグラフとなって

おります。 

次に、資料2-8をご覧ください。 

目標指標のうち、実績値への置き換えに伴い、料金回収率の数値が、令和 10 年度は

92.0パーセントから92.4パーセントに、令和14年度は90.5パーセントから91.1パー

セントに、それぞれ好転しております。 

以降、前回の資料から変更はございません。 

なお、こちらの資料2につきましては、資料3の答申（案）の別添の資料としても使

用いたします。答申では、右側部分の新の内容を添付いたします。 

以上で、資料の説明を終わります。忌憚のないご意見をよろしくお願いいたします。 
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＜部会長＞ 

ただいまの説明に対しまして、ご質問ご意見等はございませんでしょうか。 

＜委員＞ 

よろしいでしょうか。 

＜部会長＞ 

お願いいたします。 

＜委員＞ 

まず資料の２－２ですが、一番大事なところとして、第２段落の新水道ビジョンの財

政収支試算についてというところで、令和10年度で11億9,900万円の増額ですよね。

そして、令和 14 年度で、14 億 2,100 万円と記載されていて、そこから、令和元年度か

ら33億円の減額が見込まれていますというのが、黄色に塗られているところですね、そ

この意味がわからないということです。これをどうとらえたらよいのか。 

11億円増加して、令和14年度も、14億円の増加で、そこから令和元年度から33億の

減額となるのか。これ、事実はどういうことが事実なんでしょうか。 

この部分、数字が出ている大事な部分だと思いますが、意味がフォロー出来なかった

ので、教え願います。 

＜事務局＞ 

説明いたします。 

まず、第２段落の内容につきまして、ここの表現は数字を置き換えたのみとなってお

ります。 

令和元年度から33億8,100万円の減額が見込まれていますというのは、令和元年度か

ら令和 14 年度までのキャッシュの数字を差引した金額が 33 億 8,100 万円ということ

で、計画上から、令和元年度から令和 14 年度を見れば、33 億 8,100 万円のキャッシュ

が減っているという読み方で見ていただければと思います。 

こちらの11億9,900万円というのは、前の旧ビジョンの財政収支試算と比べてという

形になりますので、委員のご指摘の通り、少しわかりにくい表現ということであります

ので、少しこの部分を一度再考させていただければと思っております。 

以上でございます。 

＜委員＞ 

そうしますと、解釈としては、令和10年度はシミュレーションを見直して11億円増

えたと。令和14年度も14億円増えたということですか。 
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ここでの主語は、資金合計は、になっているので、その前は、資金合計の推移はです

ので。 

令和10年度は11億円で、令和14年度は14億円が増えたということですか。14億円

となるではなくて、14億円の増額ということですか。 

＜事務局＞ 

そうですね。令和14年度までの数字が今まではありませんでした。 

＜委員＞ 

そういう問題ではなくて、市民の方がこの文章を仮に読まれるとして、内容がわから

なかったので、要するに令和10年度は11億円増えて、令和14年度も14億円増えたと 

いうことで一つ文章が終わって、令和元年度から見込まれるのがトータルでは33億円減

るということですか。 

＜事務局＞ 

おっしゃる通りです。 

資料２－６に表を掲載しております。 

＜委員＞ 

ここでその事実を確認しているのではなくて、文章の表現で、どうすれば市民に伝わ

るかなということの論点でお話していますので、分かるように変えていただければと思

います。 

＜事務局＞ 

わかりました。 

また、この部分の文章について、改めさせていただきまして、修正案のほうを提示さ

せていただければと思います。 

ありがとうございます。 

＜部会長＞ 

文章の修正をしていただいて、おそらく資料２－６がベースになっているかと思いま

すので、それが文章で表現されるように、修正をお願いしたいと思います。 

そのほか、いかがでしょうか。 

資料１は、前回の第２回審議会において出た意見をまとめたもので、今回の部会で議

論すべき内容ということです。まず①につきましては、明記するということで、あとは

国語の問題ということになるかと思います。もう少し詳しく書いていただくということ

です。 
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つぎに、料金体系の見直しですが、基本的には、二段階上げるという印象を与えるこ

とになってしまうこと、料金体系の見直し後、すぐのタイミングで、水道料金の改定を

しなければならないというのは間違いないと思います。 

これにつきましては、事務局が提示していますように、同時に実施というところで、

お話を進めています。そこにつきましても問題ないと思って、よろしいでしょうか。 

ご意見ございますでしょうか。 

ないようであれば、この点につきまして、部会の意見として、皆さん同じ方向を向い

ていると理解をさせていただきたいと思います。 

＜委員＞ 

部会長よろしいですか。 

＜部会長＞ 

どうぞ。 

＜委員＞ 

ここに書いてあるように、料金体系と料金水準は同時に改定されると、そういう理解

いたしました。 

確認をしたいのは、同時に改定するということなので、先ほど言われたように、今は

そのタイミングではないということで、今回のタイミングでは、従って、両方とも改定

はしないということですよね。 

改定するときは、両方とも同時改定するわけですから、今はそうではないということ

は両方ともやらないということですね。 

ただ、現時点で明らかなことは、今の料金体系、料金水準を変えないということです。 

そうするとここが確認したいポイントですが、どのようなタイミングで改定をするの

かなということです。 

聞き落としていたかもしれないですが、それはどうなんでしょうか。 

どのような条件がそろった段階で、料金体系と料金水準を同時に改定するということ

を想定していらっしゃるのか確認させてください。 

＜事務局＞ 

はい、こちら資料１の下の四角に事務局としての考えということで記載させていただ

いております。 

そちらの時期については、今もう原案で記載をしている通り、令和９年度の新水道ビ

ジョンの見直しの時期にすることとしております。 
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ただし、赤字が早まった場合、そのときには検討していくことを新たに追記しており

ます。以上でございます。 

＜部会長＞ 

要は、まず令和９年度で検討すると、けれども、今の物価上昇や海外の情勢等に応じ

て、物価の変動によって、もう少し悪化するということが見込まれるということになっ

た場合、令和９年度よりも前倒しをして検討するということでよろしいですか。 

＜事務局＞ 

はい。 

＜部会長＞ 

いかがでしょうか。 

＜委員＞ 

それで全く異論はないですけども、何を言っているかというと、今、このタイミング

で、改定をしない理由は何かというと、海外の情勢等があって、いろいろ上がっていま

す、値段が。電力や食料であるとかが。そういう外的な要因を考慮して、今はそういう

タイミングではないというふうにおっしゃっているわけですよね。 

そうすると、令和９年度の時点で、外生的な要因がどうなっているかは読めないわけ

です。今よりもっと悪くなっているかもしれません。 

そうすると、今想定している令和９年度の改定というのは、やはり、さらに先延ばし

にするということになるのか、ということです。 

内生的な要因、例えば上下水道局のキャッシュがこれだけ減ったので、料金改定をす

るという話をすると、わかりやすいです。 

要するに、料金改定に条件を付ける。例えばキャッシュが、１億円を切った段階で、

改定に踏み切るとすると、わかりやすいですが、外生的要因で踏み切ると、雑多な要因

が絡んできて、今より悪くなる可能性が十分あるわけです。 

今よりも外生的要因が悪い場合、令和９年度の料金改定も、さらに先延ばしになった

りするのかなと。 

そうすると、上下水道局の経営状況だと、もっと悪くなるわけですよね。そういうこ

とが気になっているということです。 

言っている意味わかりますかね。 

＜部会長＞ 

ありがとうございます。 
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要は、事務局として、物価等の変動により財政収支が今の見込みよりも悪くなったと

いう判断について、具体的な数字を明確にしてほしいということですよね。 

＜委員＞ 

そうです。 

この審議会で議論しなければいけないのは、経営審議会なので、やはり値上げをする

タイミングや条件というのは、経営における内生的要因で決める必要があるのではない

かなと思います。 

要するに、世間一般の物価等というのは、外生的な要因ではないですか。それは上下

水道局の経営分析では、読めないわけです。 

だから、そういうふうに外生的な要因に下駄を預けて、令和９年度という話をしてい

いのかなという素朴な疑問と申しますか、不安があるということです。 

＜委員＞ 

よろしいですか。 

＜部会長＞ 

どうぞ。 

＜委員＞ 

委員のご懸念は、新水道ビジョン見直し令和９年度というこの書きぶりだと思います。 

多分、事務局が言いたいのは令和10年度に赤字が見込まれるその前年ということだと

思うので、赤字が見込まれる前年ということが基準ではいかがでしょうか。 

＜委員＞ 

内生的な要因にリンクする作りであれば、いいと思います。 

＜委員＞ 

①と②が分かれていて、①が内生的要因からではなく、ビジョンの見直し時期みたい

な書きぶりになっている。ただ、たぶん事務局の思いとしては、令和10年度が赤字で、

その前年というつもりがあったと思うので、赤字が見込まれる、前年度とか或いは前々

年度とか、何かその文言を入れるということでよろしいですか。 

＜委員＞ 

何が言いたいかというと、赤字が見込まれる前年度に、料金改定に踏み切るという話

が、今よりも、世間の物価状況が悪くなっている可能性もあるわけです。 

でも、上下水道局の健全な経営を維持するためには、世間一般にも、例えばガソリン

価格が上がっている、食糧価格が上がっている等があったとしても、その内生的要因を、

相対的に重視して、やはり料金改定に踏み切ると。 
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政治的な判断が絡みますが、基本的にはそういうたてつけで、いいんですねという確

認です。 

＜委員＞ 

結論として、赤字という基準は、よろしいでしょうか。赤字というのは内生的要因の

はずなので。 

＜委員＞ 

はい。 

＜委員＞ 

それがどれくらい前かというと、前年度それか前々年度のどちらかだと思いますが。 

＜委員＞ 

前年度では、少し怖い気もしますが。 

＜委員＞ 

ただ、そのあたりですよね。 

見込みを立てて、議論して、実際踏み込んでというのは、赤字になってしまってから

では、確かに遅いです。 

＜委員＞ 

そうですね。 

＜委員＞ 

今、あるのは令和10年度に赤字見込みで、ビジョンが令和９年なので、赤字見込みの

前年になるので、そのあたりですかね。 

委員がご懸念されているところは。 

部会長に戻します。 

＜部会長＞ 

委員の、内生的ということはよく理解をできるのですが、具体的な数字を明示すべき

だというご意見なのか、それとも、今のところ赤字の見込みの前年度というのが怖いの

で、前々年度に見直すことを考えるべきだということか、それとも、川西市上下水道局

の内生的な要因をもう少し前面に押し出したような書き方にしたほうがいいというお話

なのか、教えていただいていいですか。 

＜委員＞ 

二つ気になっていることがあります。 
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私が一番気になっているのは、今、共有していただいてる資料の①の、物価の上昇状

況等から、今は実施する時期ではないという記載があります。そういう世間一般の経済

情勢によって、今そのタイミングではないとしているのは、すごく気になったわけです。 

つまり公共料金だから、そういうことを考えなくては、いけないわけですけれども、

それは、上下水道局の経営からすると外生的な要因でありまして。 

だから、そういうその忖度を、いつまでするんですかということです。 

それが一番気になっています。 

それからもう一つは、赤字が見込まれる前年というのは、もう本当に直前なので、そ

の時期で大丈夫ですかというのが二つ目です。 

基本的なライフラインので、やはり議会でもめると思うんです。議会で、条例の話に

なってくるわけですけども。そういう話をして、１年以内に決着が着けばいいんですけ

ど、決着が着かない場合どうするのかということです。キャッシュが足りなくなると、

どこかから補填しなくてはいけないわけです。 

上下水道局のお金が底をついて、マイナスになるという話になってくると、もう一般

会計から持ってくるしかないです。 

そのような状況で独立採算制という、経営原則は維持されるのかなということが二つ

目です。 

＜委員＞ 

事務局にお尋ねしますが、新水道ビジョンの見直しが令和９年度、これ令和８年度で

はないわけですか。 

＜事務局＞ 

令和９年度で見直しを検討とします。 

＜委員＞ 

赤字が発生する年度そのものは令和10年度の見込ですか。 

＜事務局＞ 

そうです。 

＜委員＞ 

そうすると令和9年度では前年になってきますね。 

＜事務局＞ 

はい、前年になっています。 

＜委員＞ 
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これを令和８年度から料金改定や料金体系の議論を始めて、そのことそのものはそれ

で進めて、その流れの中で、或いは少し早期に、新水道ビジョンの見直しも含めて、令

和８年度から令和９年度にかけてだとまずいですか。 

＜事務局＞ 

まず新水道ビジョンが10年計画ということもありまして、そこの直近の状況から、計

画をもう一度10年で作りたいという考えがあります。 

あと追加で、赤字が発生することが見込まれる前年度から踏み切るという表現だった

のですが、あくまでその時の状況で、今後どうなっていくかということで、もう一度こ

ういった審議会を開催して、そのときに、実際に改定していくべきかということをきっ

ちり議論した上で、判断したいという考えから、この段階で、改めて検討するというよ

うな表現で、今のところしているとご理解いただければと思います。 

＜委員＞ 

今度の新水道ビジョンで、多分料金改定、料金体系の問題を組み込まざるをえないと

思います。 

そうすると、それをきちんと議論した上でビジョン検討に入らないと、ということか

ら言うと、前年に体系改定の議論で、それはもう実施の見込みで、それを組み込んだ数

値でビジョンを考える段取りになる。そうすれば、令和８年から令和９年にかけてとな

ると思いますが。 

＜事務局＞ 

事務局では、令和9年度にそれを議論して、令和10年度で、その計画を作成していく

というイメージでございます。 

＜部会長＞ 

基本的には令和10年度に見直したとしてもスタートするのはもっと先ですよね、今の

お話になると。 

＜委員＞ 

令和10年度に実施できるのであればいいと思いますが。 

＜部会長＞ 

そうですね。令和10年度に実施できるのであればいいのですが、今のお話を聞いても

やはり令和10年度に実施できるかなと、不安が残ります。 

ここは、検討をもう少し早く、委員からありましたように、令和 8 年度から開始する

のは難しいですか。 

＜委員＞ 
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委員のご懸念は、検討した後の実施のスピードの問題なので、管理者が、それが検討

した翌年に実施できるということであればよかったですか。 

委員いかがでしょうか。 

前々年度とおっしゃられていた一番大きな意図は、前年度に検討開始して、翌年度に

実施するのは、難しいのではないかというご意見だったと思いますので、このスケジュ

ーリングでいかがですか。 

＜委員＞ 

いいですか。 

今、自分の考えをまとめたていたのですが、令和９年度とか令和10年度というのは、

結構、先の話ですよね。５年ぐらい先の話なわけです。 

そうしますと、今の市長だって変わっているかもしれないわけです。それから今の上

下水道局の幹部の人たちも変わっているかもしれないです。 

そうすると、民間の企業でもそういうことがあるわけですけども、４年先５年先のこ

とについて誰が責任取るのかということです。 

だから、今の市長が再選されることが保証されていれば、今の市長に責任とってもら

おうと。その覚悟で、市長やってくださいねって話ですが、そういう保証はないですよ

ね。 

そうすると、今玉虫色の報告書をまとめると、それに責任を持つ人がいないわけです。 

せめて例えば、上下水道局のキャッシュが１億円を切ると、そうなった場合、外生的

要因が何であろうと、値上げをしますといった報告でないと、そういう制度的に責任を

とる人もいないわけですから、経営指標で縛る必要があるのではないかなということで

す。 

そうしないと、誰も責任をとらないと。値上げの決断は嫌ですよね。だから先送りに

すると。 

その結果どうなるかというと、川西市民10何万人が、水が飲めなくなるという、重大

な結果が待ち受けているわけです。 

誰も責任取らない。それが、私は一番怖いと思ったわけです。 

委員いかがですか。 

＜委員＞ 

何を指標にするかですが、キャッシュも、赤字になるかどうかも、釈迦に説法かもし

れないですが、少し操作すると作れてしまう。キャッシュは借りてきたら、キャッシュ

が膨らむので、絶対借りてきてはいけないというルールは作れませんので。 
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＜委員＞ 

だから、そのトリガーは複数でいいと思います。 

＜委員＞ 

 現状の見込みだと、令和10年度で28億円のキャッシュがある。 

 だから、資金余剰はかなりある。このときに、資金28億円あるけど、赤字見込みとい

うことになっているので、このキャッシュのほうの金額を一つの基準にして、赤字とい

うのももう一つの基準にして、その前年度というのはいかがでしょうか。 

これ当初見込みよりかなりキャッシュが、大きい見込みになっている。その二つ、委

員が言われた水準が、例えば10億円というのは大分先になってしまいますよね。 

＜委員＞ 

東証上場基準みたいのがあるではないですか。 

例えば３年続けて損益レベルで赤字が続くなど、ってありますよね。 

だからそういうのも一つ、値上げをする条件にはなると思います。 

＜事務局＞ 

事務局から、よろしいでしょうか。 

資料２－５をみていただいてよろしいですか。こちらに、収益的収支の見直し後の14

年度までの新たな表がございます。 

先ほどから議論になっています、令和10年度、ここから下から２段目の単年度損益の

ところで、マイナスが生じますので、純損失が生じる状況となっております。 

今のキャッシュの議論にはなりますが、その下の未処分利益剰余金は、10億5,500万

ほどある状態で、純損失は出ますけれども、経営は、まだ担保できている状況です。た

だし、これからマイナスが生じるので、ここをどうしていくかということで、将来の財

政収支試算を見た上で、料金改定が必要かどうかを、改めて議論したいと思っておりま

す。 

令和10年度の時点で、その今の見込みでは、経営的には、事務局としては、約２、３

年は大丈夫と考えていますので、それも踏まえた上で、令和 9 年度に確認し、できるだ

けきっちりした計画をつくっていきたいという考えでございます。 

以上でございます。 

＜事務局＞ 

失礼します。 

今の議論をお聞きしていまして、確認だけ一つさせていただきたいのですけども、事

務局のほうは、単年度で見ると、赤字が出るのは令和10年度だけれども、未処分利益剰
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余金がまだ15億円ほどあるので、それほどバタバタせずに、現時点で単年度赤字が出る

見込みである令和10年度の前年度に、その議論の着手をしていけば、十分経営的に、大

丈夫だという判断をして、今お示ししています。その考え方が一つです。 

一方、今、委員方の議論ですと、その単年度赤字が出る年に、もう料金改定をスター

トさせないといけないのではないかという議論なのかと、お聞きしていまして、そこの

考え方をしっかりと決めさせていただきたいなと思っております。 

＜委員＞ 

私ですか。 

＜部会長＞ 

委員、お願いしてもよろしいですか。 

＜委員＞ 

発生主義会計の利益は、一つ重要な事実ではありますけれども、値上げのトリガーに

はならないです。 

だから違います。 

やはり、ファクトとしてのキャッシュでしょうね。 

発生主義上の会計よりも、決定的な要因はやっぱりキャッシュの動きだと思います。 

＜部会長＞ 

キャッシュとしても、28億円という数値があります。 

＜委員＞ 

発生主義上の会計の利益は、一つの指標に過ぎません。だから、今管理者がおっしゃ

ったことは全く考えていません。 

損益計算上の赤字黒字で考えれば、やはり赤字が３年連続するとか、そういうことに

なると思います。 

以上です。 

＜部会長＞ 

ありがとうございます。 

＜委員＞ 

委員いいですか。 

先ほどのお話しからすると、相当着手が先になって、今５年後は責任とる人いないの

で、ちゃんとしないといけないというご意見だったと思いますが、それよりまた先にな

ってしまうということになりますが、よろしいですか。 

＜委員＞ 
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それはそうでしょうね。そうだと思います。 

＜委員＞ 

であれば、最初の目標に戻りまして、新水道ビジョンの策定の折、検討するという文

言にどうしても戻らざるを得ないですが、その点はいかがでしょうか。 

＜委員＞ 

どこですかね。 

＜委員＞ 

何かの基準を設けるということで、赤字というのが適切でないとしたら、資金になり

ますが、資金は令和10年度で28億円の余剰なので、それを基準とすると、だいぶ先に

なってしまうから、考えられる一番近い基準は、令和９年度の新水道ビジョンの再検討

の折というのが一つなると思うのですが。 

＜委員＞ 

それで結構です。 

＜委員＞ 

これは、最初に言っておられた、経済的事実ではなくて、ビジョン策定の折というこ

とになるのですが、それはそれでよろしいですか。 

一つの赤字というのは、確かにおっしゃるように会計的に、そのことが、公会計で一

年赤字になったから即、値上げというのは、確かに少し、弱いと言えば弱いですが、私

はそれも合わせて考えておいたほうが良いと思うので、令和 9 年度の新水道ビジョン見

直しとそれが会計上翌年度赤字を迎えるので、ということの文言でまとめるとまずいで

すか。 

＜委員＞ 

いいです。 

＜委員＞ 

その二つのセットのまとめということで、現状させていただきます。それと、事務局

としては、それよりも赤字が早まるようであったら検討するという、割とその保守主義

的な、考えをとってもらっているので、それはそれで、私はいいと思っていますが、そ

れはいかがですか。 

赤字が早まった場合には検討を早めるということを今、事務局は言ってくれていて、

市民委員の方もこの間のご提案をした折に、早急にすべきみたいなお考えもお持ちの方

も結構いらっしゃって、どっちかというと、値上げとか改定とか、反対されると思いま

したが、そうではなくて、しっかりと備えておくべきというご議論が結構多かったので、
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赤字が早まるようであれば、それより早く、公会計において単年度赤字が早急の値上げ

に直結するものではないということは重々承知していますが、一つ、早めに検討する基

準としてはいかがでしょうか。 

＜委員＞ 

結構です。 

＜委員＞ 

はい。ありがとうございます。 

この二つが分かれていたところが、少し関連性と基準として成り立ちにくいところが

あるので、１と２をセットで考えていただくということで。 

＜委員＞ 

今の議論で１点だけ確認があります。 

委員がおっしゃったように、議論の一番大事なポイントは、資金、キャッシュですよ

ね。 

当初の予定が、令和10年度の16億円が、一気に、見直した結果で28億円になってい

まして、今28億円あるから、ある程度潤沢だということで、先ほどの議論が、その文脈

で進んでいましたが、事務局にお尋ねしたいのは、これだけドラスティックに、見直し

たら増えていますが、この28億円という数値を信頼していいのでしょうか。 

＜委員＞ 

質問を変えたら、増額になった理由ですよね。 

＜事務局＞ 

まず令和３年度決算見込みの状況で、キャッシュフローを見ますと、７億円増額とな

っております。 

これについても事務局として分析したわけですが、こちら新水道ビジョンの策定時に、

委託料の見直し、人件費の見直し、また、受水費、県水の改訂その他様々な要因で、費

用が、ビジョン策定時よりも削減できている状況の中、計画が好転してきている状況の

結果、こういった数値になっていると考えています。 

そして、今回の財政収支試算では、そういった条件を全て反映させた上での見込みと

なっておりますので、事務局としては、信頼できる正しい数値で見込まれていると考え、

作成しております。 

以上でございます。 

＜委員＞ 

ありがとうございます。 
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そうすると、委員のお話の通り、赤字にはなるけども、キャッシュの心配はないとい

う事実があるけれども、というところで話をしていく必要があるということですよね。 

キャッシュは、当面の間潤沢にあるという話を持ってきたうえで、それでもやはり見

直しをしようという、ところに話を持っていくということですよね。 

先ほど委員がおっしゃったように発生主義の損益は、一つの指標にはならないという

こと、とはいえ、未処分利益剰余金も、結構潤沢に令和 10 年度の時点であるという中

で、単年度損益がマイナスになったということで、見直しを図りたいという一つの文脈

があって、もう一つは委員がおっしゃったように、とはいえ、誰も責任を持たないから、

５年先の話よりも、やはり今議論したほうがいいという話もあります。 

だから、この見直しを受けて、キャッシュが潤沢になってしまったということで、そ

れから未処分利益剰余金も増額しているということで、未処分利益剰余金も 10 億円が

15億円になっています。 

そうすると、見直しというところから、数値を見直した結果、新たに提示された数値

は、料金改定云々からは少し離れた状況になってしまいますが、そこは事務局、どうお

考えでしょうか。 

＜事務局＞ 

計画期間内に、当初は令和5年度に赤字が発生するところが、令和10年度に延びてい

る状態です。 

ただ、令和10年度の赤字からは、単年度赤字だということですが、令和14年度まで

計画では全て赤字になっている状態です。この状態の中で、料金についてどうするべき

かということであれば、今までの審議会、部会の議論では、改定は避けられない状況で

あるということは考えられますので、その時点での状況で改めて、審議会で検討してい

きたいという考えでございます。 

＜委員＞ 

まさに委員がおっしゃったように赤字が続くということですよね。 

そこが一つ、説明できるポイントですよね。令和10年度から単年度赤字になっていく

というところが一つ、改定の骨子の要因ということでよろしいですね。 

ありがとうございます。以上です。 

＜委員＞ 

よろしいですか。 

今までの議論については私も異論はないですが、前回の第２回の市民委員も交えた中

の審議会の中で、少し違和感があった点だけ申し上げさせていただきたいと思います。 
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一つは、料金体系の見直しということで、以前お示しいただいたパターン１からパタ

ーン５までということで、その中でパターン２というので基本料金、500円増額で、水量

料金については一定減するという案の説明のところですが、あのときのご説明の中で何

か、市民委員が少し誤解されているかなと思ったのが、増額の対象になる方が生活困窮

者の方というようなとらえ方をされていたような気がしまして、資料の中にもあった通

り、２ヶ月で20㎥以上使用しない世帯の負担が増というのは確かに書いてありますが、

それが生活困窮者というようなとらえ方をされてないかなというのが少し懸念としてあ

ります。1日250リットルの使用と考え、２ヶ月で60日間とすると、１人世帯でいうと

15㎥になるので、要は、生活困窮者だけではなく、単身高齢者の方についても一律値段

が増額になるようなことだと思いますが、そういうところがうまく伝わってなかったの

ではないかと前回のときに思いましたので、単身高齢者の方も割と対象になるという可

能性があるということが、伝わったのかなということが、思った点の一つです。 

もう一つは、私も、他の審議会とかの話を聞いて、そういうこともあるのかと思った

のをお伝えさせていただきたいことがありまして、もう皆さん委員方はよくご存知かも

しれませんが、基本料金の値段を上げるという点に関して、他の自治体であったのは基

本料金を上げると、今割と閉栓を申し込む方が出てくるということで、基本料金が上が

るのであればもう閉栓をして、使いたいときに、開けてもらうというような手続きをす

るということで、うまく料金からの逃げ道を作っているといいますか、閉栓することに

よって基本料金もそもそも取れないというようなことをされる方もいらっしゃるという

ことで、川西市においてその影響がどれぐらいあるのか、そういうことをされる方がど

れぐらいいるのかというのはありますが、基本料金について上げるということがそうい

う閉栓という行為を行って、前回の議論でもありました要は空き家ですとか、別荘のよ

うな扱いをしているようなところだと閉栓の手続きをして、使用したいときだけ開けて

くださいということで、それは応えないとしょうがないというとお聞きしたので、その

点は、川西市の場合、大丈夫なのかなと思いました。 

その２点だけちょっと、申し上げたいと思います。 

＜部会長＞ 

ありがとうございます。 

まず、一つ目は資料とすれば、資料２－２では、一部の利用者という表現で、書いて

ありますし、確かに、この意見のまとめ方として、困窮というような回答がみられるた

め、誤解が生じていないとは言い難いとは思います。この点は、次の審議会で明確に説

明をするという対応でいかがですか。 
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＜委員＞ 

次の答申のところでも申し上げようと思っていましたが、広報ですね。市民の方への

この料金体系の件についての周知徹底みたいなことがやはり必要かなと思います。 

あまり利用されない方が、実は料金が値上がりするという強調よりも、固定的な維持

管理が絶対必要で、栓をひねったら水が出るというこの状態そのものに費用がかかって

いるという広報です。 

それが必要かなと思いますので、市民委員の方の誤解というのはあり得るとは思いま

すが、あまり利用されない方の料金が上がるみたいな強調よりは、必要な費用を利用者

が分担していくことの理解のほうが、重要かなと思います。 

今委員がおっしゃったような懸念を超えて、広報的な必要性が十分あるかなという気

はします。 

確かに少し可能性がありましたね。市民委員の方が誤解されていた可能性はありまし

た。 

＜事務局＞ 

資料１を作る際に、その辺のニュアンスは事務局でも気になりましたので、確認はさ

せていただいております。 

その中で言えば、一部の中の内、その生活困窮の方はという思いをしていたというこ

とで、その他空き家の方であるとか、使用水量の少ない方、当然、議事録を確認させて

いただいても、そのご発言をされていたので、そこの内容は踏まえた上で、生活困窮者、

そこだけは特に実施するべきだというようなニュアンスでのご意見だったいうことは確

認しております。 

以上でございます。 

＜部会長＞ 

あともう１点閉栓の件ですが、これは基本料金の見直しに関するということであれば、

先ほどの話と引きつけると、令和 9 年度のときに、この閉栓のリスクであるとか、それ

を見込んだ上で、基本料金と水量料金、つまり変動と固定の割合を考え、検討する際に

考慮すべき点（課題）という理解でよろしいでしょうか。 

＜事務局＞ 

二つ目ですけれども、実際、基本料金は、過去の話になりますが、ずっと同じ料金体

系のままきた状態で、基本料金だけを上げた時そういった状況になるかということは、

これから検討すべき内容になると思います。 
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こちらこの部会でそういったありがたい意見いただいたということで、今後進めてい

く中で、貴重なご意見として、念頭に入れた上で、進めていきたいという考えでござい

ます。 

以上でございます。 

＜部会長＞ 

はい。ありがとうございます。 

それでは、次にいかせていただきたいと思います。 

【２.答申（案）について】 

＜部会長＞ 

続きまして、議事(２) 「答申（案）について」を議題といたします。それでは、事務

局の方から説明をお願いします。 

＜事務局＞ 

それでは、議事（2）答申（案）について説明させていただきます。 

資料3をご覧ください。 

「答申（案）」につきましては、これまでの審議会2回、部会4回で出たご意見を踏

まえ、原案を作成しております。近い将来、収支均衡が保てなくなることが予測される

現状から、水道料金の改定、及び料金体系の見直しを実施する時期等について検討を行

うことを記載しています。また、本市水道事業の現状を踏まえながら、水道事業経営の

あるべき姿について当審議会で検討してきました内容を、先ほど審議していただきまし

た「資料2 財政収支試算の見直し」にまとめておりますので、その改定案を添付するこ

とにしています。 

以上で、資料の説明を終わります。忌憚のないご意見をよろしくお願いいたします。 

＜部会長＞ 

説明は終わりました。 

ただ今の説明に対してご質問、ご意見等はございませんか。 

＜委員＞ 

１点だけ、パッと見て見つけたのですが、記の第 2 段落のところ、収支不足というの

は、収支は資金収支と資本収支がありますので、どちらかというのは明記しておいたほ

うがいいと思います。これどっちでしょうか。 

＜部会長＞ 

「水道料金の改定については、」の収支不足のお話ですよね。 

＜委員＞ 
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はいそうです。 

＜事務局＞ 

そうですね。すみません、文言を統一するようにさせていただきます。 

＜委員＞ 

ちなみにどちらですか。 

＜事務局＞ 

ここの収支は、同じ意味ですね。収支不足と。 

＜部会長＞ 

ではなくて、今委員のほうからの、収支というのは、収益的なのか資本的なのか。 

どちらで理解すればいいですかという確認だと思います。 

＜事務局＞ 

失礼しました。 

両方とも収益的収支の意味でございます。 

ですので、文言について、二つの表現がありますので合わせるような形で、修正させ

ていただきます。 

以上でございます。 

＜委員＞ 

了解しました。 

＜部会長＞ 

ありがとうございます。 

他いかがでしょうか。 

＜委員＞ 

ご意見がなければ、先ほど申しあげた料金体系の見直しに関する部分で、一番大事な

のは多分、利用者への理解、周知徹底だと思うので、それを今回答申に入れていただい

ていない。添付資料にはありましたが、前の新水道ビジョンのときにも市民理解を得る

ための広報、周知徹底がありましたので、答申には、その文言があったほうがいいかな

と思います。 

恐らくはこの数年間、上下水道局から市民の方々へのこの広報が結構重要になってく

るのかなと思いますので、その文言については、ご検討お願いします。 

＜事務局＞ 

事務局からで申し訳ありませんが、今、案として作成させていただきましたが、文言

の順番のお話になりますが、まず水道料金の改定については、次に、料金体系の見直し
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については、という形で作成させていただいていますが、順番はこれでいいのかという

議論があるのではと懸念しておりました。先に「見直しについて」を持ってくればいい

のではないかという意見も出るのではないかと。質問みたいで申し訳ないですが。 

＜部会長＞ 

聞きたいということですか。 

皆さんいかがでしょうか。 

ストーリーとすれば料金体系の見直しについての説明、そのあとに、水道料金の改定

というような順番がいいのか、それとも今お示ししているような改定の話、最後に料金

体系の見直しの話、順番についてご意見等はございますでしょうか。 

これでいい、ということですか。 

先ほど委員がおっしゃった、広く周知するというのは、料金体系の見直し、に関して

ですか。 

＜委員＞ 

もちろん料金改定のことも必要でしょうけど、より周知が必要なのは料金体系の見直

しのほうです、理解しにくいことですから。財政が悪くなる、だから上げますよってい

うのは多分わかりやすいんですけど、体系を変えるというのは、それも基本料金が上が

るというのは多分、利用者からは理解しにくいことだと思うので、両方広報というふう

に書くか、料金体系の見直しについては、一般的に理解しにくいことであるから、十二

分な周知徹底を図るべきであるみたいなことになる。 

＜部会長＞ 

そうなると、この順番のほうが良いかと思います。 

＜委員＞ 

そうですね。最後に広報周知徹底の文言を入れる方が入りやすいというのはあります

ね。 

＜部会長＞ 

ほかにご意見がないようであれば、この場はこれで、終わりたいというふうに思うの

ですが、いかがですか。 

＜委員＞ 

すみません。 

＜部会長＞ 

お願いします。 

＜委員＞ 



- 24 - 

 

１点だけ、些末なことかもしれないですが、水道料金の改定についてはの段落のとこ

ろですけれども。 

その段落の下から３行目のところの、先ほどから議論のあった、早く純損失が生じた

場合はというふうに表現がされていますが、そこは、純損失が生じた場合という表現が

妥当なのか、予算を立てる時のことを考えると、生じることが想定された場合はなのか。

その起こってから考えるのか、想定された場合なのかという表現ですね。 

先ほどの議論でいくと令和10年度ということで想定されるので、令和9年度に議論を

するということであれば、起こってから見直し、という過去形で書くのがいいのかとい

うことです。 

＜事務局＞ 

おっしゃる通りだと思います。生じる場合はですね。計画は、年度ごとにきっちりと

決算数値、予算数値に置き換えて、１年ごとに、財政収支試算がどういう動きになるか

というのは、フォローアップしていきます。 

その際に、純損失の状況が将来どうなるかということは、当然適宜、事務局が確認し

ますので、その場合で純損失が見込まれる場合はという形が適切な表現だと思いますの

で、そちらの表現に改めさせていただきます。 

＜委員＞ 

はい、ありがとうございます。 

＜委員＞ 

色々意見をいただいたので、これ最後、会長の私が市長にお渡しする文言の話なので

私から申し上げます。 

事務局から、これで文言の修正版が来ると思います。意見も申し上げたので。それを

また一度委員のほうで共有して、最後文言上のチェックをする。事柄としては、今ご意

見十二分にいただいたので、文言のチェックをして最終版としたいと思いますがいかが

でしょうか。 

委員の皆さんいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

＜委員＞ 

異議なし。 

＜部会長＞ 

それでは、事務局の方で、答申（案）及び令和５～１４年度政収支試算（案）につい

て、本日の意見等を反映した形にしていただいて、次回の第３回経営審議会の場で、全

体委員の承認を得たいと思いますので、よろしくお願いします。 
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それでは、本日は以上で閉会いたします。 

皆さまどうもありがとうございました。 

 


